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審議事項
①相模湖総合事務所、藤野総合事務所の在り方、方向性について
　　・相模湖総合事務所は、まちづくりセンター機能の維持を前提として、周辺施設との集約複合化を
　　　視野に入れ、再整備や長寿命化改修の検討を進める。
　　・藤野総合事務所は、まちづくりセンター機能の維持を前提として、藤野診療所を集約し、長寿命化
　　　改修を実施する。
　　・庁内の検討体制（総合事務所の在り方検討会議）の設置、スケジュールについて。
②藤野地区診療所再整備について
　　・統合後の藤野診療所は藤野総合事務所の1階に設置する。
　　・藤野診療所の設置にあたり藤野総合事務所の必要な改修を行う。
　　・統合後の藤野診療所の設置場所及び必要な改修に係る市民説明を実施する。

庁議で決定
したいこと及び

想定（希望）
している結論

審議結果
（政策課記入）

○原案のとおり承認する。
　ただし、庁議の意見を踏まえ、資料を一部修正すること。

（様式１）

事 案 調 書 決 定 会 議
審議日 令和７ 4 10

年度

年度

案 件 名
①相模湖総合事務所、藤野総合事務所の在り方及び方向性について
②藤野地区診療所の再整備について

所　　　管 健康福祉
局
区

保健衛生 部 医療政策 課 担当者 内線

事案概要

①「市公共施設マネジメント推進プラン・アクションプログラム」において、「行政機能・総合事務所の在り方を検討した上で、長寿
命化改修以外の手法を含め、最も効率的・効果的な対策を行う。」とされている相模湖総合事務所及び藤野総合事務所の在り方、
方向性について諮るもの
　
②中山間地域の持続可能な医療の在り方に係る基本方針に基づく藤野地区の診療所再編に伴う施設の再整備を行うにあたり、
候補地等を決定するもの。

事業効果
総合計画との関連

事業効果
≪総合事務所≫公共施設マネジメントの取組の推進
≪診療所再整備≫中山間地域における持続可能な医療提供体制の確保

効果測定指標 ≪診療所再整備≫診療所の再編に向けた取組が進んでいる 施策番号 11、46

R７ R８ R９ R10

事業効果
年度目標

基本計画策定
（診療所再整備）

基本・実施設計 改修工事
診療所
統合

事業スケジュール　/　事業経費・財源　/　必要人工

〇事業スケジュール

R8 R9

実施
内容

【

★

○「調整会議」、「決定会議

○

○

○

○事業効果

○効果測定指標（定量面

○施策番号

○事業効果年度目標

○事業スケ

（再整備の場合）基本方針・基本構想・基本

計画策定（市民対話含む）

（長寿命化改修の場合）

整備内容検討 方針

方針②

段階整備

検討等

ＷＧ

方針①
設計・工事

(診療所＋長寿命化①（部位別））

在り方検討
（集約化・複合化）

ＷＧ

整備内容検討

藤
野
地
区
診
療
所

統
合
再
整
備

改修工事基本・実施設計

基本計

画（案）

作成

基本計

画策定

R７.7～

基本計画（案）

市民説明

９月

民生部会
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緑区役所区政策課 調整済み（候補地等の決定について）

関係課長打合せ会議

政策課、経営監理課、総務法制課、財政課、アセットマネジメント推進課、公共建築課、

区政推進課、健康福祉総務室、地域保健課、こども・若者政策課、都市建設総務室　、住宅課、

財政課 調整済み（候補地等の決定について）

アセットマネジメント推進課 調整済み（候補地等の決定について）

公共建築課 調整済み（候補地等の決定について）

藤野まちづくりセンター 調整済み（候補地等の決定について）

備　　考

教育総務室、相模湖まちづくりセンター、藤野まちづくりセンター、医療政策課、

緑区役所区政策課

関係課長打合せ会議※診療所整備分含む（令和7年1月30日、令和７年２月28日）

≪診療所整備分≫

政策課 調整済み（候補地等の決定について）

事前調整、検討経過等

調整部局名等 調整内容・結果

※令和７年３月１０日調整会議開催

≪総合事務所分≫

報道への情報提供 なし

パブリックコメント なし 時期 議会への情報提供 部会 令和７年９月

日程等
調整事項

条例等の調整 なし 議会提案時期

〇

局内で捻出する人工概要

SDGs
関連ゴールに○

〇

必要な人工 C=A-B 2 2 2 2 0 0 0

局内で捻出する人工※ B

R1１ R１２ R1３

実施に係る人工 A 2 2 2 2 0

項目 R７ R８ R９ R１０

0 0

捻出する財源概要

税源涵養
（事業の税収効果）

〇必要人工（事業実施に当たり、新たな人員配置を求める場合のみ記入） （人工）

0 0 0

元利償還金（交付税措置分を除く）

一般財源拠出見込額 3,907 0 0 0

捻出する財源※２

うち任意分

一般財源 3,907 0 0 0 0

その他

0 0

特
財

地方債

国、県支出金

うち任意分

事業費（　　　　　費） 3,907

〇事業経費・財源 （千円）

項目 補助率/充当率 R７ R８ R９ R１０ R１１ R1２ R1３

○事業経費・

○必要人工

○本件事業が関連

現時点では未定

・検討内容により変動する

・総合事務所の在り方検討と診療所再整備は、

互いに整合を図りながら進める
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（庁議結果）

庁議におけるこれまでの議論

（開催日） R7.3.10 （庁議種類） 調整会議

原案のとおり上部会議に付議する。ただし、庁議の意見を踏まえ、資料を一部修正すること。

【藤野診療所の方向性の公表の時期について】

【相模湖総合事務所の方向性について】

【診療所再編の資料に記載のコストについて】

○（総務法制課長）相模湖総合事務所や津久井総合事務所の再編には基本計画等の策定予定がある一方で、藤野総合
事務所にはない。配置移動などそれなりの規模となるが、長寿命化改修によるメンテナンスのレベルであるという考え
か。
→（緑区役所区政策課長）診療所の整備部分については別途基本計画を策定予定だが、藤野総合事務所全体としては、
配置移動はあるにせよ、長寿命化改修により元の機能に戻すというものであり、基本計画等を策定するレベルのものと
は考えていない。

【基本計画等の策定について】

○（アセットマネジメント推進課総括副主幹）ワーキンググループを主体となって進めていく課はどこになるのか。
→（緑区役所区政策課長）緑区役所区政策課である。
○（経営監理課長）区制の推進や区役所機能のあり方については、ワーキンググループの中で検討を行うか。
→（緑区役所区政策課長）区制のあり方となると、緑区に限らない全体の話となるので、今回の検討事項とは考えてい
ない。

○（経営監理課長）案１の現地の活用について、結果を不適としているが、やはり現実的ではないのか。
→（地域医療対策室長）現地を活用する場合は仮設施設の設置が必要となるが、藤野駅周辺は傾斜地が多く、仮設施設
の設置場所の確保自体が難しいという状況がある。
→（経営監理課長）そうした理由も記載いただきたい。
→（健康福祉総務室長）現地を活用する場合、藤野総合事務所内に移設するよりも診療所面積が小さくなるという理由
もある。面積も比較表に入れることとしたい。

【現地を活用する案について】

【総合事務所の在り方検討ワーキンググループについて】

○（総務法制課長）藤野診療所の方向性について、公表の時期をどのように考えているか。
→（医療政策課長）令和７年７月に、基本計画の案を示しながら地域説明に入ることを想定している。
→（総務法制課長）藤野診療所の方向性は地域住民の関心の高い案件であり、今回の庁議承認後、方針についてはここ
で公表してはどうか。
→（地域医療対策室長）スケジュールについて検討する。

○（財政課長）藤野総合事務所については長寿命化改修を行い、人口動態を踏まえて築６０年となる２０年後に再度検討
するとしているが、相模湖総合事務所についてはまだ方向性が決まっていないのか。
→（緑区役所区政策課長）そのとおりである。
→（財政課長）それぞれの総合事務所は同じような状況と捉えているが、相模湖総合事務所は建替えの可能性を排除し
ない理由は何か。
→（緑区役所区政策課長）周辺の複合化を考えるにあたり、築年数が経過している相模湖公民館の対応を考慮する必要
がある。
→（財政課長）藤野診療所のように、相模湖総合事務所を長寿命化改修するとともに、相模湖総合事務所内に相模湖公
民館を整備することはできないのか。
→（緑区役所区政策課長）各諸室の配置等に制約が生じる可能性もあり、さらなる検討が必要と考える。

○（経営監理課長）コストの概算について、どのように積算しているのか。
→（地域医療対策室長）診療所の整備に要する費用のみを計上している。内郷診療所は診察室を２つ設置できるつくり
としており、その建設規模をベースに、単価と面積を掛け合わせた形で積算している。
→（経理監理課長）内郷診療所をベースにすることで、想定される機能を備えたものとなるのか。また、過剰な機能とな
ることはないか。
→（地域医療対策室長）適切な規模と考えている。
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相模湖総合事務所、藤野総合事務所の
在り方及び方向性について

令和７年４月１０日（木）

緑区役所区政策課

1



１ 背景

『相模原市公共施設マネジメント推進プラン・アクションプログラム』において、
相模湖総合事務所及び藤野総合事務所については、第２期（Ｒ４～Ｒ１１）に、
「行政機能・総合事務所の在り方を検討した上で、長寿命化改修以外の手法を含め、
最も効率的・効果的な対策を行う。」とされている。

●相模原市公共施設マネジメント推進プラン・アクションプログラム（令和４年８月）

対象施設の考え方 ／ 具体的な内容施 設 名

津久井地域の地域特性を考慮した望ましい行政機能・総合事
務所の在り方を検討した上で、現在想定している長寿命化改修
以外の手法を含め、最も効率的・効果的な対策を行います。

相模湖総合事務所

津久井地域の地域特性を考慮した望ましい行政機能・総合事
務所の在り方を検討した上で、現在想定している長寿命化改修
以外の手法を含め、最も効率的・効果的な対策を行います。

藤野総合事務所

2



方向性／手法／取組内容対象施設

【方向性：要検討／手法：在り方検討】

津久井地域の地域特性を考慮した望ましい行政機能・総合事務所の在
り方を検討した上で、現在想定している長寿命化改修以外の手法を含め、
最も効率的・効果的な対策を行います。

相模湖総合事務所

藤野総合事務所

●相模原市行財政構造改革プラン（令和３年４月）

●相模原市行財政構造改革プラン（第２期）（令和６年３月）

９年度８年度７年度６年度５年度４年度令和３年度
対象施設等

（整備手法）

津久井総合事務所
周辺公共施設再整
備事業を踏まえた
調査・検討

相模湖総合事務所
藤野総合事務所

１ 背景 3

（参考）



２ 総合事務所の概要

藤野総合事務所相模湖総合事務所

2,467㎡4,880㎡敷地面積

第一種住居地域第一種住居地域用途地域

60％ ／ 200％60％ ／ 200％建ぺい／容積

昭和61年度昭和57年度建築年度

38年42年築 年 数

4階建て3階建て階 数

3,166㎡2,911㎡延床面積

ＳＲＣ造ＳＲＣ造構 造

新耐震新耐震耐 震 化

28,888,335円26,419,192円
R5決算

（維持管理費）

753,170円620,466円
R5決算

（維持補修費）
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２ 総合事務所の概要

相模湖総合事務所

青少年相談センター相模湖相談室
相談指導教室かつら
市社会福祉協議会相模湖地域事務所

相模湖商工会
会議室・相談室等

３階

相模湖まちづくりセンター
相模湖福祉相談センター
緑子育て支援センター相模湖担当
スポーツ施設課津久井地域班
市民相談室
行政資料コーナー
会議室・相談室等

２階

津久井土木事務所相模湖班
相模湖地域包括支援センター
会議室・相談室等

１階

藤野地域包括支援センター
シルバー人材センター藤野連絡所
藤野観光協会
会議室・相談室等

４階

津久井土木事務所藤野班
市社会福祉協議会藤野地域事務所
会議室・相談室等

３階

藤野福祉相談センター
緑子育て支援センター藤野担当
会議室・相談室等

２階

藤野まちづくりセンター
市民相談室
行政資料コーナー
会議室・相談室等

１階

藤野総合事務所

●現在の各総合事務所のフロアー配置状況

5

赤字：市職員配置あり
黒時：地域団体等、諸室



●相模湖総合事務所周辺の地域特性・分析
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 地域特性等

●相模湖総合事務所周辺図

相模湖駅

相模湖公民館

相模湖こども園

相模湖記念館

桂北小学校

相模湖総合事務所

北相中学校

相模湖総合事務所周辺

中山間地域、比較的平地が多い、
災害危険区域は多い地域特性

市立地適正化計画において周辺は生活拠点に位置付
けられ、「まちづくりセンターは生活拠点への維持
を基本とする。」とされている。

生活圏域

減少傾向
2025年：7,110人 ⇒ 2045年：4,426人 ⇒ 2065年：2,119人

人口動向

建物：良好（築42年、SRC造、新耐震、延床2,911㎡）

土地：駅近、平地、災害危険区域外
総合事務所

駅前に相模湖公民館（木造・築33年・延床939㎡）総合事務所
周辺公共施設

 分析

 総合事務所は、生活拠点内にあり、交通結節点、災害危険区域外に立地し、中山間地域において貴重
な場所に立地している。

 駅前には、相模湖公民館が立地しており、施設の老朽化等も踏まえた集約・複合化等の検討が必要

３ 総合事務所の在り方について



●藤野総合事務所周辺の地域特性・分析
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●藤野総合事務所周辺図

藤野総合事務所

藤野住宅

藤野駅

 地域特性等

藤野総合事務所周辺

中山間地域、平地が少ない、災害危険区域が多い地域特性

市立地適正化計画において周辺は生活拠点に位置付
けられ、「まちづくりセンターは生活拠点への維持
を基本とする。」とされている。

生活圏域

減少傾向
2025年：8,060人 ⇒ 2045年：5,604人 ⇒ 2065年：3,485人

人口動向

建物：良好（築38年、SRC造、新耐震、延床3,166㎡）

土地：駅近、平地、災害危険区域外
総合事務所

藤野中央公民館（RC造・築16年・延床1,008㎡）
藤野診療所再整備を検討中

総合事務所
周辺公共施設

 分析

 総合事務所は、生活拠点内で、交通結節点にあり、災害危険区域が多い中で区域外にあるとともに、
平地が少ない藤野地区において、非常に貴重な場所に立地している。今後、長寿命化改修の実施によ
り、長期的な活用が可能なストック（土地・建物）である。

 隣りには、藤野中央公民館が立地しているが、築浅であり、現時点で集約・複合化による効果は見込
まれない。

藤野中央公民館

藤野診療所

３ 総合事務所の在り方について



３ 総合事務所の在り方について

●「まちづくりセンター」について

・まちづくりセンターは、戸籍や住民登録、税金、年金、介護保険、後期高齢者医療、
国民健康保険等に係る申請受付、証明書の発行など、市民に最も身近な窓口機能に
加え、観光行事支援、観光施設等の整備・管理、鳥獣被害対策、地域活動団体等と
の連携・支援など、地域の活性化を推進する機能も担っている。

・まちづくりセンターは、災害時、地域防災計画に基づく現地対策班であるとともに、
相模湖地区、藤野地区それぞれの災害対策活動拠点と位置付けられている。

・総合計画の重点テーマの１つである「中山間地域対策」における地域のにぎわいの
創出や交流・関係人口の創出・拡大を図るには、地域資源を生かした観光振興を推
進していく必要があり、湖や山、文化・歴史的資源が多くある相模湖地区、藤野地
区の観光振興の機能も有している。

こうしたことから、市民サービス維持・確保の観点、合併の経緯を踏まえ
るとともに、住民感情にも配慮し、緑区役所としては、まちづくりセンター
の機能は、相模湖、藤野それぞれに必要不可欠であると考える。

8



●相模湖総合事務所及び藤野総合事務所の方向性

9

 方向性（案）

藤野総合事務所相模湖総合事務所

「まちづくりセンター機能」の維持を前提として、

貴重なストック（建物・土地）を有効活用する。

⇒藤野診療所の集約もその一環

「まちづくりセンター機能」の維持を前提と

して、周辺施設の老朽化等も踏まえた集約・

複合化等の検討

在り方

長寿命化改修を行う。※

（藤野診療所の集約を含む）

長寿命化改修以外の手法を含め、最も効率

的・効果的な対策を行う。
整備内容

・必要な機能の検討

・診療所の集約に伴う諸室変更（工事期間含む）

・診療所の先行整備に伴う段階的（部位別・全体）

な長寿命化改修内容の精査

・必要な機能の検討

・相模湖公民館等との集約・複合化の検討
今後の

主な検討事項

【ＷＧ設置】

 藤野診療所再整備事業との整合

お互いに齟齬が生じないように、整合を図りながら在り方検討を進めることが必要

藤野総合事務所の北西約２００ｍの距離にある藤野診療所については、以下のとおり検討が進められている。

• 「中山間地域の持続可能な医療の在り方に係る基本方針」に基づき、日連診療所は令和１０年度を目途に藤野診療所に統合する。

• 統合先の藤野診療所は、施設の老朽化や、敷地・建物が狭いため、２診療所分の患者を受け入れることは困難であり、再整備する。

• 藤野診療所の再整備については、庁内でワーキンググループを設置し検討を進めた結果、藤野総合事務所へ移設する案が最も高い評

価となった。

４ 総合事務所の方向性（案）について

※長寿命化改修後、築６０年目を目安に必要となる

中規模改修時に、人口動向や周辺状況等も踏まえ、

８０年使用するかどうかを最終的に判断



５ 検討体制（案）について

●庁内検討体制

在り方検討会議
（課長級）

担当者
ワーキンググループ

役 割 等在り方検討会議 構成員

政策的判断政策課

都市経営・行政改革的判断経営監理課

法的判断総務法制課

財政的判断財政課

公共施設マネジメントアセットマネジメント推進課

長寿命化改修工事公共建築課

(スポーツ施設課)局の総務課区政推進課

(福祉相談センター)局の総務課健康福祉総務課

藤野地区診療所再整備医療政策課

(子育て支援センター)局の総務課こども・若者政策課

(土木事務所)局の総務課都市建設総務課

(相模湖相談室)局の総務課教育総務課

相模湖総合事務所管理者相模湖まちづくりセンター

藤野総合事務所管理者藤野まちづくりセンター

事務局、(緑区役所)区の総務課緑区役所区政策課

※ＷＧは、在り方検討会議
構成員部署の担当者及び総
合事務所内配置部署、周辺
公共施設関係部署の担当者
とし、検討内容により必要
な関係部署を招集

10



11

Ｒ１１以降Ｒ１０Ｒ９Ｒ８Ｒ７

相模湖総合事務所

藤野総合事務所

城山総合事務所
再整備、長寿命化

津久井総合事務所
再整備

●総合事務所の再整備・長寿命化改修事業

相模湖・藤野総合事務所の老朽化状況、城山・津久井総合事務所の再整備・長寿命化改修の状況、職員
の事務負担・財政負担の平準化を踏まえ、長寿命化等の時期を設定

駐車場整備
工事等

本館
整備方針検討

基本計画
策定

（検討中）アドバイザリー業務委託、
事業者選定

設計・工事

本館 設計・工事

設計・工事
(診療所＋長寿命化①（部位別））

６ 今後のスケジュール（案）について

方針①
段階
整備

検討等

ＷＧ

※現時点の想定スケジュールであり、変更となる場合があります。

別館
整備方針検討

別館
設計・工事

設計・工事

在り方検討
（集約化・複合化）

ＷＧ

長寿命化等の
時期を設定

整備内容検討（全体）
設計・工事

(長寿命化②（全体））

方針

方針②

（再整備の場合）基本方針・基本構想・基本計画策定（市民対話含む）

（長寿命化改修の場合）
整備内容検討



Ｒ１１～Ｒ１０Ｒ９Ｒ８Ｒ７Ｒ６

藤野総合事務所
在り方検討、
長寿命化改修

藤野診療所
再整備

長寿命化
改修
(全体)

12

基本計画検討・策定 基本・実施設計 診療所工事

方
向
性

内部移
転改修

必要な
機能、
一時移
転等の
検討な
ど

長
寿
命
化
（
部
位
別
）
の
方
針

整備候
補地の
選定

実施設計
(長寿命化(部位別))

その
他

部分

診療
所

部分

庁議②

長寿命化改修
（部位別※）

供用開始

施設全体の視点から改修設計を実施

庁議①

ＷＧ

※長寿命化（全体）に向けた先行整備（全体を見据え無駄にならない整備とする。）

計画
策定

６ 今後のスケジュール（案）について

・現時点の想定スケジュールであり、変更となる場合があります。

●藤野総合事務所長寿命化改修事業と藤野診療所再整備事業の整合

実
施
設
計
に
向
け
た
準
備



６ 今後のスケジュール（案）について

9月～3月８月７月６月５月４月

※現時点の想定スケジュールであり、変更となる場合があります。

13

●藤野総合事務所の在り方及び長寿命化改修事業の検討（令和７年度）

長
寿
命
化
改
修
（
部
位
別
）
の
方
針

在
り
方
検
討
会
議
・
庁
議

・移転候補先選定
・仮設事務所可否
の検討

・一時移転できない場合の
段階的な長寿命化改修の内容検討

【キックオフ】
スケジュール、
各局等検討事
項（現機能の
調整、一時
移転・機能縮
小等の可否な
ど）の説明

ＷＧ

【将来】
・現機能の調整

【工事中】
・一時移転・機

能縮小の可否
調整

ＷＧ

【将来】
・諸室配置検討

【工事中】
・一時移転・機

能縮小調整
・事務所内の

仮配置調整

・長寿命化改修
（部位別）
の方針（案）
策定

・移転スケ
ジュール等の
調整

ＷＧ ＷＧ

長寿命化改修
（部位別）
実施設計に向
けた準備

予
算
要
求

総
合
事
務
所

診
療
所 基本計画策定

・必要な諸室
・レイアウト等 整合を図りながらそれぞれ検討を進める

地域説明



藤野地区診療所の
再整備について
医療政策課 地域医療対策室

1令和７年４月１０日（木） 決定会議



●背景（別添 基本方針参照）

「中山間地域の持続可能な医療の在り方に係る基本方針」（令和６年２
月策定）

※基本方針では、診療所再編の進め方として以下の事項について市
民に周知しているもの。

・基本方針では・・・

「地区ごとに１診療所に統合して医師２人体制とする」

・藤野地区では・・・

「令和１０年度を目途に日連診療所を藤野診療所に統合する」

・診療所の統合に当たり・・・

「診療所の統合に当たっては、必要な改修等を行います。」

１．「中山間地域
の持続可能な医
療の在り方に係
る基本方針」と藤
野地区の診療所
について

2



２．診療所の
統合に向けて

●統合に向けて・・・

統合に当たり、日連診療所（築５１年）と藤野診療所（築３９年）は両施設

とも老朽化が進んでいることや、統合先の藤野診療所は敷地や施設が

狭いことを踏まえ、２診療所分の患者を受け入れる施設として、再整備の

候補地等について検討をおこないました。

●検討体制

令和６年度に庁内関係課で構成するＷＧを設置して検討。

（藤野地区診療所再整備基本計画検討ワーキンググループ）

●検討の内容

・診療所に必要な機能（諸室）や規模

・整備候補地（３案６パターン）

●検討結果の検証

診療所の整備候補地については、診療所整備の可否について基礎調査

を実施しました。

3
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３．候補地の
選定（１）

●候補地選定の前提条件

条件項目

既存の公共施設を有効活用できること。整備の方向性

都市機能誘導区域内であること。
※診療所は誘導施設（維持）の位置づけ

立地適正化の位置づけ

土砂災害警戒区域・特別警戒区域外であること。警戒区域等の指定

駅、バス停等の交通機関の集約場所近く、既存の院外薬
局（駅前）にも近接していること。

アクセス

・医師２人体制が可能な機能（診察室増設）
・待合室、トイレ、採尿室、感染症対策待合室等の拡

充（利用者と従事者の意見あり）
・駐車場の確保
・スタッフの増員に対する各室の拡充

必要な機能配置

日連診療所（250㎡）と藤野診療所（200㎡）を統合し、
必要な機能配置が可能な面積を確保する。

整備規模



３．候補地の
選定（２）

5

藤野駅



●整備候補地３案を６パターンに分けて検討

・必要な機能確保、工期、コストに関する項目で評価し、その評点を

参考に実現性や基礎調査の結果を踏まえて検討を行いました。

●検討にあたって、次の項目を重要項目として評価しました。

・令和１０年度の統合の可否

・必要な機能配置が可能な面積（３７９㎡程度）の確保

※相模湖地区の内郷診療所を参考としたもの。

・感染症対策の導線と待合機能の設置

・待合スペース拡大、トイレ採尿室の充実

・駐車場の確保（１９台 一般１８台 障害者用１台）

４．検討経過
（１）

6



●整備候補地３案の検討

前提条件で位置づけた「既存の公共施設の有効活用ができること」を最優先に、「現地を活用」（案１）と

「藤野総合事務所移設」（案２）を選定及び比較検討し、「新たな土地に新築」（案３）については、評価を実

施しましたが、既存の公共施設が活用できない場合の予備案としました。

４．検討経過
（２）

案３ 新たな土地に新築案２ 藤野総合事務所移設案１ 現地を活用候補地

民有地２民有地１２階１階建替改修整備パターン

３７９㎡２９１㎡２６６㎡３７９㎡
※課題あり
・傾斜部分の造成が必要
・駐車５台分削減
・車寄せ等の設置不可

２００㎡確保可能面積

みんなのトイレ・更衣室の共有可能(約８０㎡)

設計の自由度がある既存の建物を活用し公共施設を集約可能既存の土地を活用既存の施設を活用メリット

・用地確保の必要がある(不確定要素)・総合事務所内の配置の検討
(工事時の一時移転や改修後の再配置の調整)

・仮設診療所が必要
・立地場所 不評（踏切横断・急坂 等）

デメリット

令和１１年度令和１０年度令和１１年度工期

298，889千円309，729千円331，554千円271，757千円353，989千円再整備不可と判断し
たため積算せず

コスト(概算)
※診療所部分のみ

・Ｒ10統合不可
・確保可能
・確保可能
・確保可能
・一部不足

・Ｒ10統合可能
・確保可能
・確保不可
・確保可能
・一部不足

・Ｒ10統合可能
・確保可能
・確保可能
・確保可能
・一部不足

・Ｒ10統合不可
・確保可能(課題あり)
・確保可能
・確保可能
・確保不可

・Ｒ10統合不可
・確保不可
・確保不可
・確保不可
・確保不可

重要項目
統合時期
必要面積
感染症対策
諸室の確保
駐車場

駐車場は不足するが、近隣の公共用地
を活用した駐車場の確保の見込みがあ
る。
工期も長く、用地確保する未確定要素
があるものの、物理的には建築可能。

駐車場は不足するが、近隣の公共用地を活用し
た駐車場の確保の見込みがある。
既存の公共施設を活用した集約化と工期の短縮
が可能と判断した。

「改修案」は統合再整備に必要な重要項目を満
たさないため再整備不可と判断した。
その他、藤野地区は傾斜地が多く仮設診療所の
土地の確保が困難なうえ、整備地も造成が必要
で、費用も膨大になることを考慮し不適とした。

評価

予備案候補不適結果 7



５．検討結果

●設置場所（総合事務所１階又は２階）の検討

案２ 藤野総合事務所移設候補地

２階に診療所
（１階にまちセン）

１階に診療所
（１・２階にまちセン）

整備パターン

・感染症対策の導線が取り難い。
・現在のエレベーターの広さではストレッ

チャーの搭乗不可。
・２階に給排水を増設するにあたり１階天井

も工事が必要で一時的に総合事務所の仮設
を設置する必要がある。

・患者が２階に移動しなくても良い。
・感染症対策の導線が取りやすい。
・一部まちづくりセンターの窓口を設置可
能。

・まちづくりセンターの機能が分割さ
れる。

検討結果

感染症対策の導線確保が困難なうえ、給排水
設備の増設等、施工上の課題も大きい。

感染症対策の導線確保がしやすく、まちづ
くりセンターの窓口機能の併設が可能で、
市民に対しての利便性が高い。

評価

採用結果

8

診療所は１階に設置する案で進める。

※ただし、再整備にあたり、総合事務所内の関係部署と、工事時の

一時移転や改修後の再配置について調整する必要がある。



６．供用開始
までのスジュー
ル

基本計画の策定

（R7年度）

・整備候補地の確定

・整備手法の確定

・市民説明

・議会説明（部会）

基本・実施
設計

（R8年度）

改修工事
（R9年度）

供用開始
（R10年度）

9

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０～１２月 １～３月

R7

基本計画内容

○ 診療所の統合、再整備

・必要な諸室

・候補地（整備手法）の決定

・間取り（レイアウト等の検討

・運営方法検討

・課題解決の具体策

●関係課長打合せ会議

●庁議（８月）

・基本計画（案）報告

（市民説明状況含む）

・基本・実施設計予算

基本計画（案）

市民への説明

※パブコメに

代わるもの

●議会対応
説明資料提出

※部会説明案件とし

た場合は部会説明

R8当初予算要求

基本計画

策定委託

契約

総合事務所の在り方WGの検討結果

を踏まえた諸室配置案等の確定

基本計画の策定

・間取り（レイアウト）等の確定

基本設計に向けた準備
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○開催日 ：令和７年４月１０日 

○開催場所：第１特別会議室 

 

○案件名：①相模湖総合事務所、藤野総合事務所の在り方及び方向性について 

②藤野地区診療所の再整備について 

○担当課：①緑区役所 区政策課 

②健康福祉局 保健衛生部 医療政策課 

 

○出席者 ■：出席 □：欠席 (代）：代理出席 

 

（庁議構成員） 

■市長公室長 ■総務局長 ■財政局長 ■政策部長 ■シビックプライド担当部長 

■財政部長 ■中央区副区長 ■南区副区長 ■政策課長 ■総務法制課長 ■財政課長 

 

（担当課） 

■緑区副区長 ■緑区区政策課長 

■医療政策担当部長 ■医療政策課総括副主幹 ■健康福祉総務課長 

 

 
 

（１）主な意見等 

○( 市長公室長) 藤野地区診療所について、事案調書では候補地を決定すると 記載があるが、説

明資料９ ページでは基本計画の策定時に整備候補地の確定と なっ ている。基本計画策定後に

候補地を決定するのか、 候補地確定後に基本計画を 策定するのか、 どちら なのか。  

→( 医療政策担当部長) 基本計画を 策定する前段で市と し ての候補地を 示し 、 市民へ説明する予

定である。  

→( 市長公室長) 候補地については本日で確定すると いう 認識か。  

→( 医療政策担当部長) 本日確定し たいと 考えている。  

→( 市長公室長) 整備候補地を確定し た上で基本計画を策定するのであれば、説明資料９ ページ

の記載は修正し たほう がよい。  

○( 財政局長) 相模湖総合事務所と 藤野総合事務所は総合事務所と し て残し ていく と いう 方針

に変わり はないと いう こ と か。  

→( 緑区区政策課長) 区と し てまちづく り センタ ーは必要であると 考えているが、今の総合事務

所は、まちづく り センタ ーに加えて各局の機能が入っ ているため、それら の機能が今後も 必

要かどう かはこ れから 議論し ていく 予定である。藤野総合事務所については診療所と まちづ

く り センタ ーを 合わせて総合事務所、相模湖総合事務所については複合施設と し て残す考え

はあると 思われる。  

○( 財政局長) 藤野と 相模湖の両方に配置さ れている 土木事務所の班を 統合するかど う かなど

の機能面での詳細はこ れから 検討し ていく 想定か。  

→( 緑区区政策課長) そう いっ た内容については今後検討し ていく 。  

→( 財政局長) そのスケジュ ール感で藤野総合事務所の診療所の改修工事には間に合う のか。  

→( 緑区区政策課長) 今の機能がそのまま残っ た状態で診療所を １ 階に入れたと し ても オーバー

フ ローするこ と はないと 考えている。  

○( 財政局長) 藤野総合事務所には公民館が隣接し ているが、 診療所が入るこ と になっ ても 駐車

場のスペースは問題ないか。  

→( 医療政策担当部長) 藤野総合事務所の近隣に住宅課が持っ ている土地があるため、 そこ を整

備し 駐車場と し て活用するこ と を 考えている。  

○( 財政局長) 今の診療所の土地はどう するのか。  
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→( 医療政策担当部長) 今後、 未利用資産活用・ 調整会議などで検討し ていく 。  

→( 財政局長) 今後、 市民説明に入っ ていく と き にそのあたり を 問われる のではないか。 問われ

たと き の回答はアセッ ト マネジメ ント 推進課と 調整し ていく と いう こ と でよいか。  

→( 医療政策担当部長) 問題ない。  

○( 総務局長) どちら の総合事務所にも 地域の関係団体が入っ ている が、 今後はどう なっ ていく

見込みか。  

→( 緑区区政策課長) 現在入っ ている観光協会や社会福祉協議会などがあっ ても 、 そのまま整備

するこ と は可能であり 、 早急に出ていく よう にと いっ た直接的な打診は現時点でし ていない。

関係団体の事務所が総合事務所内にある べき かどう かと いう のは、 それぞれの町時代から の

経緯も あり 、 判断が難し い案件だと 思っ ている。 ただ、 一方で、 旧市では外郭団体が庁舎の外

へ出ていく 方向であるこ と も 踏まえながら 、 説明を し ていく 必要があると 考えている 。 現在

は目的外使用と いう 整理で使用料を徴収し ている。  

○( 政策部長) 相模湖総合事務所は公民館の老朽化も 踏まえ、 集約など今後検討を し ていく こ と

になると 思う が、 現在入っ ている 地域団体が足かせになら ないよう な形でよく 調整を お願い

し たい。  

○( 市長公室長) 説明資料９ ページにおいて、 総合事務所ごと の長寿命化の考え方が異なっ てい

るのはなぜか。  

→( 緑区区政策課長) 藤野総合事務所については１ 階に診療所が入るこ と を 前提と し た工事にな

るため、 既存の建物を活用し た長寿命化改修を行う と いう 考え方になっ ている 。 相模湖総合

事務所の長寿命化改修以外の手法と いう のは、 公民館などの複合化による 新築と いっ た考え

方も 念頭に置いていると いう も のである。  

→( 市長公室長) 長寿命化改修も 視野に入れていると いう こ と でいいか。  

→( 緑区区政策課長) そのと おり である 。 ただ、 複合化においては現相模湖総合事務所の面積に

周辺の施設の面積を 足し て２ ０ ％減ら し たと し ても 、 現在の庁舎には入り きら ないため、 そ

こ は課題である。  

→( 市長公室長) 増床の必要が出てく ると いっ た意味か。  

→( 緑区区政策課長) そのと おり である。ただ、複合化において、どこ までの機能が必要になるか

は今後議論し ていく も のと 考えている。  

→( 市長公室長) 説明資料１ １ ページから １ ３ ページのスケジュ ールについて、 診療所の部分に

ついては問題ないと 思う が、 庁舎そのも のの話を 今年度前半にワーキングで議論し ていく に

あたり 、 長寿命化改修についてはどこ まで議論が深まるのか。  

→( 緑区区政策課長) 藤野の診療所、 総合事務所についてはオープンが決まっ ているため、 手戻

り のないよう な工事を 考えていき たい。 ただ、 今後人口減少が見込まれている地域において、

その施設を ８ ０ 年間残す長寿命化改修が必要かと いっ た議論については、 調整会議や関係課

長打合せ会議の中でも 出てき ており 、 その部分を 見極める必要がある ため、 全体的な改修工

事はこ のタ イ ミ ングでは留め置き 、 まずは必要な工事のみ実施する。  

→( 市長公室長) こ の２ 、 ３ か月の間に判断すると いう こ と か。  

→( 緑区区政策課長) 当面の改修工事についてはその期間で判断を 行う 。 そこ から ２ ０ 年から 先

の８ ０ 年まで伸ばすかど う かの議論を その短期間で行う こ と は厳し いと 思う ため、 引き 続き

検討を続けていく 形と し たい。  

○( 財政局長) 今の話では、 相模湖総合事務所のあり 方を 決める際には、 藤野総合事務所のあり

方も ある程度決まっ ている必要があるのではないか。 診療所の工事がある から 施設を 維持す

ると いう 意味で工事する こ と は理解でき るが、 その先を どう するのかをまず考える必要があ

るのではないか。  

→( 緑区区政策課長) 本来はそのよう な順番だと 思う 。  

→( 財政局長) そう すると その次のステッ プと し て、 相模湖総合事務所と 藤野総合事務所のあり

方は一緒に考えていく も のではないのか。 相模湖総合事務所と 藤野総合事務所のそれぞれの

話はわかるが、 どう 融合するかの考えがわから ない。  

→( 緑区区政策課長) 担当課と し ては、 まずは藤野総合事務所を 先行し て整備し ていかないと い
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けないと 思っ ている 。 相模湖総合事務所に関し ては建て替えなどを 踏まえた全体的な部分と

機能面のあり 方を考えていく 必要があるが、 藤野総合事務所のあり 方も 関係し てく る も ので

あるため、すぐ に着手するこ と は難し い状況がある。そう いっ た中で、例えばどちら かに機能

の一部を 統合するなどの考えが出てく る場合には、 相模湖総合事務所のあり 方検討を する中

で考えていき たいと 思っ ている。  

→( 財政局長) こ の資料ではそこ までは読み取れない。 診療所については工事が必要なこ と を 含

め理解でき るが、総合事務所事務所のあり 方については、建物だけでなく 、組織のあり 方だと

か、 それによる 長寿命化・ 建て替えと いっ た内容を 一緒に考えていく 必要があるのではない

か。 どこ かで融合する軸が出てく ると いう のが、 診療所を 統合し た後の将来の藤野総合事務

所のあり 方や、 それに伴う 相模湖総合事務所のあり 方と いう 話になるのと 考える。  

→( 緑区区政策課長) その考え方で動いていく 予定である。  

○( 市長公室長) 診療所に関する内容は庁内検討体制と は関係ないと いう 認識でよいか。  

→( 緑区区政策課長) 総合事務所の一部に入る と いう 意味では配置な ど については関係し てく

る。  

○( 市長公室長) 配置を作成する段階で市長と よく 調整し つつ進めていただき たい。  

○( 政策部長) そも そも 藤野と 相模湖にそれぞれ総合事務所が必要なのか、 あるいはまちづく り

センタ ーを 残せばよ いのかと いっ た議論はこ れから 行っ ていく と 思う が、 診療所を 藤野に設

置するこ と は今後の議論に影響し ないのか。  

→( 緑区区政策課長) 影響はないと 思っ ている。あく まで機能面であるため、極端な話だと 、議論

の結果、 まちづく り セン タ ーと 診療所だけ残る可能性も ゼロ ではないが、 今回は診療所を 設

置するにあたっ て、 必要な改修を 行う 認識である。  

 

 

（２）結 果 

○原案のと おり 承認する。  

ただし 、 庁議の意見を 踏まえ、 資料を一部修正するこ と 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


